
加須市役所内電気自動車用充電設備

　各常任委員会は、12月７日、付託された一般会計補正予算等の２議案（総務常任委員会１議案、

産業建設常任委員会１議案）について審査を行いました。

　なお、委員会の主な審査内容は次のとおりです。

《
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
４
号
）》

・
高
齢
者
予
防
接
種
事
業

問
　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン

が
３
種
か
ら
４
種
に
切
り
替
え
ら

れ
た
こ
と
に
伴
う
、
ワ
ク
チ
ン
単

価
の
上
昇
は
。

答
　
ワ
ク
チ
ン
単
価
は
税
抜
き
で

５
０
０
円
か
ら
５
６
５
円
の
値
上

が
り
で
す
。

・
「
浮
野
の
里
」
自
然
環
境
保
全

事
業

問
　
土
地
購
入
の
内
容
は
。

答
　
今
回
購
入
す
る
場
所
は
、
県

の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い

る
ト
キ
ソ
ウ
が
繁
殖
し
て
い
る
と

こ
ろ
の
周
辺
の
土
地
で
す
。
こ
の

近
辺
に
は
埋
め
立
て
と
い
う
状
況

も
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
浮
野
の

植
物
を
守
る
た
め
、
地
下
水
の
流

れ
を
阻
害
し
な
い
よ
う
周
辺
の
土

地
、
３
３
０
７
平
方
メ
ー
ト
ル
を

購
入
す
る
も
の
で
す
。

・
小
学
校
管
理
運
営
事
業
及
び
中

学
校
管
理
運
営
事
業

問
　
今
回
の
補
正
で
は
、
暑
さ
対

策
の
た
め
特
別
教
室
へ
扇
風
機
を

設
置
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
工
事

の
時
期
は
。

答
　
過
去
に
当
初
で
予
算
を
計
上

し
た
際
、
発
注
台
数
の
確
保
が
出

来
ず
、
扇
風
機
を
使
い
始
め
る
時

期
ま
で
に
設
置
が
間
に
合
わ
な

か
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
、
同

様
の
可
能
性
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

今
回
補
正
予
算
で
計
上
し
た
も
の

で
す
。
議
決
後
は
、
早
い
時
期
に

工
事
を
終
了
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

・
債
務
負
担
行
為
の
補
正

問
　
配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業
委
託
に

関
し
、
現
在
の
事
業
の
内
容
は
。

答
　
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
、
ま

た
は
高
齢
者
の
み
の
世
帯
で
、
自

力
で
調
理
が
困
難
な
方
に
対
し
、

月
曜
か
ら
金
曜
日
の
間
で
１
週
間

に
３
回
を
限
度
と
し
て
、
８
５
０

円
の
配
食
に
対
し
て
５
５
０
円
の

委
託
の
補
助
に
よ
り
、
自
己
負
担

３
０
０
円
で
実
施
し
て
い
る
も
の

で
す
。
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《
加
須
市
電
気
自
動
車
用
充
電
設

備
の
利
用
に
関
す
る
条
例
》

問
　
使
用
料
５
０
０
円
の
根
拠

は
。

答
　
合
同
会
社
日
本
充
電
サ
ー
ビ

ス
（
Ｎ
Ｃ
Ｓ
）
の
１
分
当
り
の
充

電
料
金
15
円
と
電
気
自
動
車
が
ガ

ソ
リ
ン
車
と
同
距
離
を
走
行
す

る
場
合
の
電
気
料
金
を
参
考
に

５
０
０
円
と
設
定
し
ま
し
た
。

問
　
１
月
当
り
の
電
気
自
動
車
用

充
電
設
備
の
使
用
台
数
は
。

答
　
今
年
度
の
実
績
と
し
て
、
市

総
務
常
任
委
員
会

産
業
建
設
常
任
委
員
会

１
議
案
　
可
決

１
議
案
　
可
決

役
所
本
庁
舎
が
１
月
当
り
約
10

台
、
童
謡
の
ふ
る
里
お
お
と
ね
農

業
創
生
セ
ン
タ
ー
が
約
35
台
で

す
。

問
　
電
気
自
動
車
用
充
電
設
備
の

利
用
手
続
き
は
。

答
　
市
役
所
本
庁
舎
２
階
の
環
境

政
策
課
に
お
い
て
申
請
の
受
付
を

行
う
予
定
で
す
が
、
今
後
、
利
用

者
の
利
便
性
を
考
慮
し
、
１
階
の

総
合
案
内
に
お
い
て
受
付
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
検
討

し
ま
す
。

常任委員会の審議内容
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